
福岡県・北九州市と同時に記者提供を行います。 

令和元年 11月 15日 
財 政 局 
経済観光文化局  

福岡市政担当記者各位 

宿泊税新設に関する総務大臣同意について 

 法定外目的税である宿泊税を新設するため、総務大臣に協議を行ってきました
が、本日、令和元年 11月 15日（金）に総務大臣の同意を得ましたので、お知
らせします。なお、福岡県及び北九州市の宿泊税についても同日付で同意を得て
います。 
これに伴い、施行日は令和２年４月１日となります。（※条例及び規則を令和

元年 11月 19日に公布・施行予定） 
今後、施行に向け、宿泊者、宿泊事業者、旅行業者などの関係の皆様に対し、

しっかり周知を行ってまいります。 

※条例及び規則

〇福岡市観光振興条例（平成 30年福岡市条例第 55 号）抄（平成 30年 9月 20 日公布）
附 則 
（施行期日） 
１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

〇福岡市観光振興条例の施行期日を定める規則 抄（令和元年 11 月 19日公布予定） 
  福岡市観光振興条例は、令和２年４月１日から施行する。 

〇福岡市宿泊税条例 抄 （令和元年 11 月 19日公布予定） 
※令和元年６月第２回定例会で可決
附 則
（施行期日）
１ この条例は、規則で定める日から施行する。（以下、略） 

〇福岡市宿泊税条例の施行期日を定める規則 抄（令和元年 11月 19 日公布予定） 
福岡市宿泊税条例は、令和２年４月１日から施行する。 

問い合わせ先 

財政局税制課 福山        電話 092-711-4201       
経済観光文化局観光産業課 白石  電話 092-711-4353 
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令和元年 11 月 15 日  

 

福岡県福岡市「宿泊税」の新設 
 

福岡県福岡市から協議があった法定外目的税の新設について、本日付けで同意することとしまし

たのでお知らせいたします。 

新設される福岡市宿泊税の概要は以下のとおりです。 
  
課 税 団 体 福岡県福岡市 

税 目 名 宿泊税（法定外目的税） 

課 税 客 体 
・旅館業法に規定する旅館・ホテル営業、簡易宿所営業に係る施設への宿泊行為 

・住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る住宅への宿泊行為 

税 収 の 使 途 
 福岡市観光振興条例に規定する観光産業の振興、受入環境の整備、観光資源の

魅力の増進等、MICE の振興や持続可能な観光の振興に要する費用に充てる。 

課 税 標 準 
・旅館業法に規定する旅館・ホテル営業、簡易宿所営業に係る施設への宿泊数 

・住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る住宅への宿泊数 

納 税 義 務 者 
・旅館業法に規定する旅館・ホテル営業、簡易宿所営業に係る施設への宿泊者 

・住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る住宅への宿泊者 

税 率 

１人１泊について、宿泊料金が 

２万円未満のもの   150 円 

 ２万円以上のもの   450 円 

徴 収 方 法 特別徴収 

収 入 見 込 額 （初年度）約 16.7 億円  （平年度）約 18.2 億円 

非 課 税 事 項 － 

徴税費用見込額 （初年度）約 1.7 億円   （平年度） 約 1.5 億円 

課税を行う期間 条例施行後３年（その後は５年ごと）を目途に見直し規定あり 

  令和元年 ６月 24 日 福岡市議会にて条例案可決 

  同  年 ７月 25 日 総務大臣協議 

  同  年 11 月 15 日 総務大臣同意 

 （令和２年 ４月 １日 条例施行予定） 

担当：自治税務局企画課 卯田係長、花房 

TEL03-5253-5658 FAX03-5253-5659 
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